
②2026年4月1日契約の場合
1回のみ申請 12月分申請

賃借補助は契約日から1年間補助しますが、年度を超えて1年間の賃借補助を申請する場合は、年度ごとの
2回に分けて申請していただく必要があります。2回目も同じ提出書類をご提出ください。

①2026年3月1日契約の場合
1回のみ申請 11月分申請

2026年
4月

2027年
3月

2026年
6月末

2026年
9月

2027年
8月

2026年
11月末

③2026年9月1日契約の場合
1回目申請 7月分申請

4月以降に2回目申請
残り5月分申請

2026年
3月

2027年
2月

2027年
5月末

契約日から90日以内に申請

契約日から90日以内に申請

契約日から90日以内に申請

2027年
4月

※令和8年4月1日より1年間の賃借補助となるため、3月中に契約
した場合は4月～2月分の11月分申請ができます。

2027年
4月

補助対象期間


